
（郡山市畜産振興センター条例の一部改正） 

第34条 郡山市畜産振興センター条例（平成７年郡山市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

 

区分 
施設利用料 

個人 団体 

小学生及び中学生 １人１回につき220円 １人１回につき180円 

一般 １人１回につき450円 １人１回につき360円 
 

区分 
施設利用料 

個人 団体 

小学生及び中学生 １人１回につき150円 １人１回につき120円 

一般 １人１回につき300円 １人１回につき250円 

 備考 （略）  備考 （略） 

 


